
職 員 就 業 規 程 

 

 

第 1章  総    則 

 

（目 的） 

第 1 条  この規程は、公益社団法人全国調理職業訓練協会（以下「協会とい

う。」の職員の服務に関する事項を定めることを目的とする。 

２ 協会の職員（以下「職員」という。）の就業に関しては、この規則に定める

もののほか、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）その他の法令の定めると

ころによる。 

 

（職 員） 

第２条  この規程において「職員」とは、所定の手続きを経て採用され、事

務局に常時勤務する者をいう。 

 

（秘密を守る義務） 

第３条  職員は、職務上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。その職

を退いた後もまた同様とする。 

 

第 2章  勤    務 

 

（服務の基準） 

第４条  職員は、この規程を遵守し、誠実を旨とし、その職責を果たさなけ

ればならない。 

 

（禁止行為） 

第５条  職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

  （１） 協会の信用を失墜し、又は名誉を毀損すること 

  （２） 協会の利益を害し、又は協会に損失を及ぼすこと 

  （３） 協会の秩序又は規律を乱すこと 

  （４） 会長の許可を得ないで他の業務に就くこと 

 

（職務専念義務の免除） 

第６条  職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ、又

はそのつど、会長の承認、又は届出を得て、その職務に専念する義務を免除



されることができる。 

（届 出） 

  （１） 公民権を行使する場合 

  （２） 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 

（３） 天災地変等により交通遮断された場合及び職員の住居が滅失又は

破壊された場合 

  （４） 前 3号に規定する場合を除くほか、会長が特に定める場合 

（承 認） 

  （１） 研修を受ける場合 

  （２） 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

  （３） 前 2号に規定する場合を除くほか、会長が認める場合 

 

（勤務時間、休憩及び休息時間） 

第７条  職員の勤務時間は、1週間について４０時間とし、1日の始業は午前

８時３０分、終業は午後５時３０分とする。 

２ 休憩時間は午後 0時から１時間とする。 

３ 1日の勤務時間のうちに、4時間を超える場合は 15分の休息を与える。 

 

（休 日） 

第８条  休日は、次のとおりとする。 

  （１） 日曜日及び土曜日 

  （２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日 

  （３） 年末年始休日（12月 29日から 1月 3日まで） 

２ 前項の規定にかかわらず、会長が業務のため必要と認めるときは、前項の

休日を 1週間以内の他の日と振り替えることができる。 

３ 前項の場合、前日までに振り替える休日を指定して職員に通知する。 

 

（時間外勤務） 

第９条  職員は、勤務時間外又は休日に勤務を命ぜられることがある。時間

が勤務を命ぜられた職員には、別に定める職員給与規程による時間外勤務手

当を支給する。 

 

（出勤簿の押印） 

第１０条 職員は、毎日所定の時刻までに出勤し、出勤簿に押印しなければな

らない。 



２ 遅刻、又は早退の場合は、その旨を会長に届け出なければならない。 

 

（住所等の変更） 

第１１条 職員は、住所、氏名又は戸籍上の記載事項に変更のあった場合は、

そのつど会長に届け出なければならない。 

 

（出張命令及び復命） 

第１２条 職員を業務のため出張させる場合は、出張命令簿によらなければな

らない。 

２ 職員が出張中予定を変更する場合は、会長の承認を受けなければならない。 

３ 職員が出張から帰ったときは、遅滞なく会長に復命書を提出しなければな

らない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができ

る。 

 

（年次休暇） 

第１３条 職員は、1年（暦年）を通じて 20日の年次休暇を受けることができ

る。ただし、新規採用職員の年次休暇については、勤務期間 3 ヶ月につき 5

日の割合とする。 

２ 前項の休暇の未使用分は、翌年に限りこれを繰り越すことができる。 

３ 職員は、第 1 項に規定する休暇を受けようとするときは、会長に休暇届を

事前に提出しなければならない。ただし、業務の正常の運営を妨げる場合、

その期日を変更させることができる。 

 

（特別休暇） 

第１４条 職員は、次の場合に、前条に規定する年次休暇のほかそれぞれ定め

る日数の特別休暇を受けることができる。 

  （１） 業務上負傷し又は疾病にかかったとき   会長の判断による 

  （２） 結核性疾患のとき            会長の判断による 

  （３） その他の負傷又は疾病のとき       会長の判断による 

  （４） 本人が結婚するとき           会長の判断による 

  （５） 忌服のとき 

     イ 配偶者                   10日以内 

     ロ 父母及び子                  5日以内 

     ハ 祖父母、兄弟姉妹及び孫            3日以内 

     ニ 曽祖父母、配偶者の父母及び同居の親族     1日以内 

 



（欠勤等） 

第１５条 職員は、病気その他やむを得ない事由で、欠勤するときは、あらか

じめ事由を付して届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出るこ

とが困難な場合は欠勤中又は出勤後直ちに届け出るものとする。 

２ 疾病のため欠勤 1 週間以上におよぶときは、前項の届出に医師の診断書を

添えなければならない。 

３ 欠勤中はその欠勤について第 1 項及び第 2 項の届出のあった場合に限り第

12 条の定める年次休暇の範囲内で、その欠勤をした職員の希望により、休暇

に振り替えることができる。 

４ 職員が第 1 項の規定による届出を怠った場合は無断欠勤又は遅刻として取

り扱う。 

 

第 3章  給    与 

 

（給 与） 

第１６条 職員の給与は、別に定める職員給与規程により支給する。 

 

第 4章  休職・退職及び解雇 

 

（休 職） 

第１７条 職員が、次の各号の一に該当するときは、休職を命ずることができ

る。 

  （１） 結核性疾患による欠勤の期間が 1年をこえるとき 

  （２） 前号に該当する場合を除き、疾病による欠勤の期間が 3 ヶ月を超

えるとき 

  （３） 刑事事件に関し起訴されたとき 

 

（休職期間） 

第１８条 前条第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定による休職期間は 1 年以内の期

間とする。ただし、特別の事情のあるときは、期間を延長することができる。

又、前条第 1 項第 3 号の規定による休職期間はその事件が係属する期間とす

る。 

 

（復 職） 

第１９条 前条の休職事由が消滅したときは、復職を命ずるものとする。 

 



（退 職） 

第２０条 職員が次の各号の一に該当するときは退職とする。 

  （１） 退職を願い出て承認されたとき 

  （２） 休職期間が満了したとき 

  （３） 定年に達したとき（職員の定年については会長が別に定める） 

２ 第 1 項第 1 号により職員が退職しようとするときは、その事由を記載した

届書きを会長に提出し、退職決定までは、従前の業務を継続しなければなら

ない。 

３ 前項の退職の発令は届出の日から 2週間以内に行う。 

 

（解 雇） 

第２１条 職員が、次の各号の一に該当するときは、解雇されることがある。 

  （１） 勤務成績が著しく良くないとき 

  （２） 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又これに堪えられな

いとき 

  （３） 第５条の規定に違反したとき 

  （４） 前各号に掲げる場合のほか、協会の業務を行うため必要な適格性

を欠くとき 

  （５） 業務上やむを得ない事由が生じたとき 

２ 前項の規定により解雇しようとするときは、30日前に予告して解雇する。 

 

第 5章  表彰及び懲戒 

 

（表 彰） 

第２２条 職員に対する表彰は、別に定める顕彰（表彰）規程による。 

 

（懲 戒） 

第２３条 職員が、次の各号の一に該当するときは懲戒処分を受ける。 

  （１） 素行不良で秩序風紀を乱したとき 

  （２） 出勤常になく勤務に不熱心なとき 

  （３） 正当の事由なく上司の職務上の指示に従わないとき 

  （４） 刑法上の処罰を受けたとき 

 

（処 分） 

第２４条 前条の懲戒処分は、次のとおりとし、情状により処分する。 

（１） 戒 告  将来を戒める 



  （２） 減 給  適宜 6ヶ月以内の期間、給料の月額の 10分の 1以下に

相当する額を給与から減給する 

  （３） 停 職  1日以上 6ヶ月以下の期間、出勤を停止する。この場合

においては、当該期間中の給与は支給しない 

  （４） 免 職  予告しないで解雇する 

２ 懲戒処分の決定は、理事会の意見を聞いて、会長がこれを行う。 

 

第 6章  保 健 衛 生 

 

（協力義務） 

第２５条 職員は、会長の指示に従い、保健衛生上必要と認められる措置につ

いて協力しなければならない。 

 

（伝染病の届出等） 

第２６条 職員は、自己又は同居者、若しくは近隣の者が伝染病にかかったと

きは直ちにその旨を届け出なければならない。 

２ 前項の場合には、職員に一定期間を限り、出勤停止を命ずることがある。 

３ 前項の出勤停止命令を受けて欠勤した場合は、これを出勤として取り扱う。 

 

（健康診断） 

第２７条 職員は、毎年定期又は随時行う健康診断を受けなければならない。 

 

（療養命令） 

第２８条 前条に規定する健康診断の結果により、必要があると認められる場

合、その他保健衛生上必要があると認められる場合には、職員は療養を命ぜ

られ、又は保健衛生上必要と認められる措置を講じられることがある。 

 

第 7章  災 害 補 償 

 

（災害補償） 

第２９条 職員が、業務上負傷し、又は疾病にかかった場合及び業務上死亡し

た場合の補償は法の定める基準によって、そのつど会長が定める。 

 

（改廃） 

第３０条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 



附則 

  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（以下「整備法」という。）第１０６条第１項に定める公益社団法

人の設立の登記の日から施行する。 

 

 



 

嘱託に関する規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人全国調理職業訓練協会の嘱託について定めることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 嘱託は、常時勤務を要する者を「常勤嘱託」といい、常時勤務を要しない者（週３日以上４

日以内勤務の者）を「非常勤嘱託」という。また、週２日以下勤務の者で臨時職員、パート職員及

びアルバイトは含まれない。 

 

（委嘱） 

第３条 嘱託は、次の各号に掲げる場合に委嘱することができる。 

（１）専門的、技術的業務に従事させる場合 

（２）その他会長が必要と認めた場合 

 

 （勤務） 

第４条 嘱託の勤務については、１日８時間以内とする。 

 

 （給与） 

第５条 嘱託には、給料及び通勤手当を支給する。 

２ 給料の額は、その者の職務内容等を考慮して、会長が定める。 

 

 （退職慰労金） 

第６条 退職慰労金は、嘱託が解嘱（死亡による解嘱を含む。）となった場合に、退職慰労金規程に基

づき支給する。 

 

 （その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、職員就業規則及び職員給与規程に準拠する。 

２ 臨時職員、パート職員及びアルバイトの勤務及び給与については、委嘱のつど、会長が定める。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

附則 

  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第１０

６条第１項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 

 



職 員 給 与 規 程 

 

 

（目 的） 

第１条  この規程は、公益社団法人全国調理職業訓練協会（以下「協会」と

いう。）職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

２ 臨時に勤務する者及び常時勤務を要しない者については、この規程を適用

しない。 

 

（給与の種類） 

第２条  職員の給与は、次のとおりとする。 

   （１） 給料 

   （２） 時間外勤務手当 

   （３） 通勤手当 

２ 協会の業務について生じた職員に対する実費の支弁は、給与に含まれない

ものとする。 

 

（給与の支払い） 

第３条  職員の給与は、指定口座への振込支給とする。ただし、法令に基づ

き、その職員の給与から控除すべきものがある場合には、職員に支払うべき

給与のうちからその金額を控除して支払うものとする。 

 

（給与の決定） 

第４条  職員の受ける給料は、職員就業規則第７条に規定する勤務時間に対

する報酬である。 

 

（俸給表） 

第５条  職員の俸給表は、別表のとおりとし、職員の職位の種別に応じて、

それぞれ当該俸給表に定める職員に適用する。 

 

（給与の支給日） 

第６条  給与は、月の１日から末日までの期間につき、その月の２５日に支

給するものとする。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日に支給

するものとする。 

 

（時間外勤務手当） 

第７条  職員就業規則第７条に規定する勤務時間を超えて勤務することを命

ぜられた職員については、その正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対し

て第８条に規定する勤務時間１時間当たりの給与額の１００分の１２５（そ

の時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の



１５０）を、時間外勤務手当てとして支給する。 

 

（時間外勤務手当の支給日） 

第８条  時間外勤務手当は、月の１日から末日までの期間における分につい

て、一括して翌月の給与支給日に支給する。 

 

（勤務１時間当たりの額の算出） 

第９条  第６条に規定する勤務時間１時間当たりの額は、次の算式により計

算した額とする。 

 

         給料月額  × １２ 

           ４０ × ５２ 

 

（通勤手当） 

第１０条  通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

  通勤のため交通機関を利用することを常とする者であって、通勤距離が片

道２キロメートル以上の者に１ヶ月定期券分の額を支給する。 

 

（休暇の際の給与） 

第１１条 職員就業規則第１３条及び第１４条に規定する年次有給の日につい

ては、通常の勤務をしたものとして給与を支給する。 

 

（欠勤等の際の給与） 

第１２条 職員が業務上の傷病により遅刻、早退又は欠勤した時間又は日につ

いては、通常の勤務をしたものとして給与を支給する。 

２ 職員が業務外の傷病により欠勤した場合は、その欠勤の期間が欠勤を始め

た日から、普通疾病については３月間、結核性疾病については１年間給料の

全額を支給する。 

３ 職員が前２項以外の事由により欠勤した場合（職員就業規則第１５条第４

項の規定により無断欠勤として取り扱われた場合を除く）が１月に達するま

では給料の全額を支給する。 

４ 職員就業規則第１５条第４項の規定により無断欠勤として取り扱われた職

員に対しては、その日の給料を支給しない。この場合には給料月額を２２で

除して得た額にその欠勤の日数を乗じた額を給料から控除して支給する。 

５ 前第２項及び第３項の欠勤の期間には、休日を通算するものとする。 

 

（休職者の給与） 

第１３条 職員が業務上の傷病により休職を命ぜられたときは、その休職期間

中、給料の全額を支給する。 

２ 職員が業務外の傷病により職員就業規則第１７条第１項第１号及び第２号



の規定により休職を命ぜられたときは、その休職の期間中、普通傷病につい

ては休職を命ぜられた日から６月間については、給料の１００分の６０、結

核性疾患については、１年に達するまでは給料の１００分の６０を支給する

ことが出来る。 

 

（その他の事項） 

第１４条 パート職員及び契約職員については、会長がそのつど定める。 

 

（改廃） 

第１５条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

 

附則 

  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（以下「整備法」という。）第１０６条第１項に定める公益社団法

人の設立の登記の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

職員俸給表                        （単位 円） 

号俸  職位 管理職員 正職員 嘱託職員 

１ ３２３，４００ ２０９，６００  

２ ３３３，１００ ２２３，３００ １５２，１００ 

３ ３４２，８００ ２３７，４００ １５９，６００ 

４ ３５２，６００ ２５１，７００ １６７，１００ 

５ ３６２，４００ ２６４，３００ １７４，７００ 

６ ３７２，３００ ２７６，５００ １８２，３００ 

７ ３８２，２００ ２８８，６００ １９２，５００ 

８ ３９２，１００ ２９８，９００ ２０９，６００ 

９ ４０２，０００ ３０９，１００ ２２３，３００ 

１０ ４１２，０００ ３１９，２００ ２３７，０００ 

１１ ４２２，１００ ３２９，３００ ２５０，７００ 

１２ ４３２，５００ ３３９，４００ ２６１，４００ 

１３ ４４１，９００ ３４９，４００ ２７１，５００ 

１４ ４５１，２００ ３５９，０００ ２８１，０００ 

１５ ４６０，３００ ３６８，１００ ２９０，４００ 

１６ ４６９，３００ ３７７，２００ ２９９，８００ 

１７ ４７５，６００ ３８６，３００ ３０９，２００ 

１８ ４８０，９００ ３９５，４００ ３１８，６００ 

１９ ４８６，０００ ４０４，４００ ３２７，９００ 

２０ ４９０，９００ ４１３，２００ ３３７，２００ 

２１ ４９５，７００ ４２１，７００ ３４６，１００ 

２２ ５００，４００ ４２９，１００ ３５３，２００ 

２３ ５０５，１００ ４３６，０００ ３６０，１００ 

２４ ５０９，８００ ４４２，３００ ３６７，０００ 

２５ ５１４，５００ ４４８，３００ ３７３，３００ 

２６  ４５４，２００ ３７９，４００ 

２７  ４５９，９００ ３８５，０００ 

２８  ４６５，１００ ３８９，９００ 

２９  ４７０，０００ ３９４，８００ 

３０  ４７４，８００ ３９９，６００ 

３１  ４７９，６００ ４０４，１００ 

３２  ４８４，３００ ４０８，５００ 

３３  ４８８，９００ ４１２，７００ 

 備考 １．新規大学卒の正職員については、２等級１号俸から適用する。 

    ２．中途採用職員及び嘱託職員については、キャリヤを考慮して会長

がそのつど定める。 



 

旅 費 規 程 

（目   的） 

第1条 この規程は、公益社団法人全国調理職業訓練協会（以下｢協会｣という。） 

の役職員及びその他の者が、協会用務のため、出張する場合に支給する旅費に関

する事項を定めることを目的とする。 

 

（旅費の支給） 

第２条 役職員が出張した場合は、当該役職員に対し、旅費を支給する。 

２ 役職員以外の者が、協会の依頼に応じ、協会の用務のために出張した場合には、

その者に対し、旅費を支給する。 

３ 旅費の支払いは、概算払いによるものとする。 

 

（用   務） 

第３条 協会用務には、総会は含まれない。 

 

（種   類） 

第４条 旅費の種類は、交通費、宿泊費及び日当とする。 

 

（交 通 費） 

第５条 最も経済的な通常経路及び方法により旅行する鉄道運賃、船賃、航空運賃、

車賃その他の交通費実費を支給する。 

 

（宿 泊 費） 

第６条 宿賃であって、上限 1万円までの実費を支給する。 

   

（日   当） 

第７条 日当は、一律 2千円を支給する。 

２ 近接地出張の日当は、所要時間が 4時間以上の場合に支給する。 

３ 協会の役員にあっては、日当を除くものとする。 

 

（必 要 経 費） 

第８条 協会用務に必要と認められる経費は、実費支給する。 

 

（旅費の請求） 

第９条 旅費の支給を受けようとする者は、旅費概算請求（領収）書に必要な事項

を記載して会長に提出しなくてはならない。 

 

第１０条 この規程に定めのない事項については、そのつど会長が定める。 

 

（改廃） 

第１１条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 



 

 附則 

  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（以下「整備法」という。）第１０６条第１項に定める公益社団法人の設立

の登記の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

旅 費 概 算 請 求 (領収) 書 

 

 

公益社団法人全国調理職業訓練協会会長殿 

 

 

 

（用   務） 

 

 

 

下記のとおり旅費を請求します。 

           平成  年  月  日 

             所属 

             氏名            ㊞ 

 

 

        下記の金額を領収しました。 

           平成  年  月  日 

             所属 

             氏名            ㊞ 

 

 

 

請 求 (領収) 金 額         円 

 

 

旅行日  (平成  年  月  日～平成  年  月  日) 

出発地 （           ） 

到着地 （           ） 

鉄道賃 （片道、往復            円） 

船 賃 （片道、往復            円） 

車 賃 （片道、往復            円） 

航空賃 （片道、往復            円） 

日 当 （2000円 ×   日 ＝      円） 

宿泊料 （    泊            円） 

 

 

 



退 職 慰 労 金 規 程  

 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人全国調理職業訓練協会の事務局職員の退職

慰労金について定めることを目的とする。 

 

 

 （退職慰労金の支給） 

第２条 職員が退職したとき、又は、解雇されたときは、退職慰労金を支給す

る。ただし、その解雇が懲戒処分による場合においては、支給しない。 

 

 

 （退職慰労金の額） 

第３条 退職慰労金の支給額は、勤続年数に勤続１年につき５万円を乗じて 

得た額とする。ただし、勤続年数に１年未満の期間がある場合は、その期間

は、切り捨てる。 

 

 

 （退職慰労金の支給限度額） 

第４条 前条により算出した退職慰労金の額が、５０万円を超える場合は５０

万円を最高の支給限度額とする。 

 

 

 （退職慰労金の支給制限） 

第５条 退職慰労金は、職員の退職又は解雇の理由により、会長が支給するこ

とが適当でないと認めた場合は、支給しない。 

  

 

（改廃） 

第６条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

 

 

 

附則 

  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（以下「整備法」という。）第１０６条第１項に定める公益社団法

人の設立の登記の日から施行する。 

 

 



 育児休業の実施に関する規程 

 

（総則） 

第１条 この規程は、子を養育する職員の継続的な職務を促進し、もって職員の福祉の増進

を図るとともに、業務の円滑な運営に資することを目的とする。 

２ この規程に定めのないことについては、職員給与規程及び「育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第７６号）その他関係法

令の定めるところによる。 

 

（育児休業の要件） 

第２条 職員（嘱託職員を含む。）は、当該職員の１歳に満たない子（当該職員と同居して

いる子に限る。以下同じ。）を養育するため、当該子が１歳に達する日まで育児休業する

ことができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、別に定

める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。 

 

（育児休業の申出） 

第３条 育児休業をしようとする職員は、別に定める様式に育児休業をしようとする期間の

初日、末日等必要な事項を記入し、原則として育児休業を始めようとする日の１か月前まで

に、会長に対して申し出るものとする。 

２ 会長は、前項の規定による申出があったときは、別に定める場合を除き、これを拒むこ

とができない。 

 

（育児休業の期間） 

第４条 育児休業の期間は第３条の規定により当該育児休業をしようとする期間の初日と

された日から当該育児休業の末日とされた日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、育児休業の末日とされた日前に、次の各号に掲げるいずれか

の事情が生じたときは、当該育児休業の期間は、当該事情が生じた日（第１号に掲げる事

情が生じた場合にあってはその前日）に終了する。 

 （１）育児休業中の職員が産前の特別休暇を始め、又は出産したこと。 

 （２）育児休業中の職員が休職を命ぜられ又は停職の処分を受けたこと。 

 （３）育児休業中の職員の配偶者が当該育児休業に係る子を養育することができることと

なったこと。 

 （４）育児休業中の職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったこと。 

 （５）育児休業に係る子が死亡し、又は当該育児休業中の職員の子でなくなったこと。 

 

（育児休業の期間の延長） 

第５条 育児休業をしている職員は、当該育児休業の期間の延長をすることができる。 

２ 育児休業の期間の延長は、特別の事情がない限り、当該職員ごとに１子につき１回限り

とし、双子以上の場合もこれを１子とみなす。 

３ 前条の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。 

 

（職務復帰） 

第６条 育児休業の期間が終了したとき、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するもの

とする。 

 



（育児休業の効果） 

第７条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

２ 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。 

 

（不利益取扱いの禁止） 

第８条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取り扱いは受けない。 

 

（育児休業に伴う代替措置） 

第９条 職員から第３条の規定による申出があった場合において、業務上必要があると認め

られるときは、その休業期間を限度として代替措置を講じることができることとする。 

 

（情報提供等） 

第１０条 育児休業をしている職員に対し、その休業の期間中、定期的に情報提供等を行う

などの措置を講じ、育児休業後の円滑な職務復帰が行われるよう配慮するものとする。 

 

（実施の手続等） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、実施について必要な事項は別に定める。 

 

（改正） 

第１２条 この規程の改正は、理事会の決議を経て行うものとする。 

 

 

 

附則 

  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」

という。）第１０６条第１項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 



 介護休業の実施に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、親族を介護する職員の継続的な勤務を確保し、もって業務の円滑な運

営に資することを目的とする。 

２ この規程に定めのないことについては、職員給与規程及び「育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第７６号）その他関係法

令の定めるところによる。 

 

（介護休業の要件） 

第２条 職員（嘱託職員を含む。）は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、

２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある職員及びその配偶者の２親

等以内の親族（以下「対象家族」という。）を介護するため、介護休業をすることができ

る。 

 

（介護休業の申出） 

第３条 介護休業をしようとする職員は、別に定める様式に介護休業をしようとする期間の

初日、末日等必要な事項を記入し、原則として介護休業を始めようとする日の２週間前まで

に、会長に対して申し出るものとする。 

２ 会長は、前項の規定による申出があったときは、別に定める場合を除き、これを拒むこ

とができない。 

 

（介護休業の期間） 

第４条 介護休業の期間は、連続する１年の期間を限度として、第３条の規定により当該介

護休業をしようとする期間の初日とされた日から当該介護休業の末日とされた日までと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、介護休業の末日とされた日前に、次の各号に掲げるいずれか

の事情が生じたときは、当該介護休業の期間は、当該事情が生じた日（第２号に掲げる事

情が生じた場合にあってはその前日）に終了する。 

 （１）介護休業中の職員が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなったこと。 

 （２）介護休業中の職員について産前産後休暇、育児休業又は新たな介護休業が始まった

こと。 

 

（介護休業の期間の延長） 

第５条 介護休業をしている職員は、当該介護休業の期間の延長をすることができる。ただ

し、介護休業の期間の延長は、特別な事情がない限り、当該介護休業ごとに１回限りとし、

両期間を通算して１年を超えることはできない。 

２ 前条の規定は、介護休業の期間の延長について準用する。 

 

（職務復帰） 

第６条 介護休業の期間が終了したとき、当該介護休業に係る職員は、職務に復帰するもの

とする。 

 

（介護休業の効果） 

第７条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 



２ 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。 

 

（不利益取扱いの禁止） 

第８条 職員は、介護休業を理由として、不利益な取り扱いは受けない。 

 

（介護休業に伴う代替措置） 

第９条 職員から第３条の規定による申出があった場合において、業務上必要があると認め

られるときは、その休業期間を限度として代替措置を講じることができることとする。 

 

（情報提供等） 

第１０条 介護休業をしている職員に対し、その休業の期間中、定期的に情報提供等を行う

などの措置を講じ、介護休業後の円滑な職務復帰が行われるよう配慮するものとする。 

 

（実施の手続等） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、実施について必要な事項は別に定める。 

 

（改正） 

第１２条 この規程の改正は、理事会の決議を経て行うものとする。 

 

 

 

附則 

  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」

という。）第１０６条第１項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 
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